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補装具事業者が原材料価格高騰を価格転嫁できないこと等の改善要望書 
 
平素は補装具関連団体の事業に対し格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、私ども補装具業界は原材料価格や電気・ガス及び運送費の高騰や円安の影響により、製造コ

ストが大きく値上がりしているにもかかわらず、補装具の販売価格は国が決定するという制度によっ
て、製造業であるにもかかわらず、製品の適切な販売価格を製造者が設定することができません。そ
のため、販売価格である公定価格よりも製造コストの方が高いという逆転現象が生じているものもあ
り、倒産する事業者も生じています。 
また、国家資格である義肢装具士をはじめ、補装具関連事業に従事する労働者の賃金アップもまま

ならず、補装具業界から離職する者が相次いでおり、すでに義肢等では安定供給に支障が出ている状
態です。 
来年度は診療報酬の改定年度となっており、治療用装具の価格も同様に見直しが検討されるべきと

ころ、治療用装具は障害福祉で支給される補装具の価格により算定されることから、価格の見直しが
議論されておりません。医療職の中でも「ものづくり」を生業とする義肢装具士にとって、原材料価
格すら反映されない公定価格は到底認められるものではありません。 
つきましては、早急に補装具価格を現在の原材料価格に見合った価格に改定していただけますよう、
要望いたします。
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【要望事項１】障害保健福祉部 

義肢装具士をはじめ補装具関連事業従事者への賃金アップができません！ 

（介護職員よりも国家資格を有する義肢装具士の処遇の方が悪いことは公的資

料からも明らかです） 

補装具価格を現在の原材料価格、光熱費、輸送費及び人件費に見合った価格に

改定してください。 

特に、電動車椅子においては、メーカー出荷段階からすべてのステークホルダ

ーが赤字となっており、早急なる価格改定が必要です。 

令和２年（2020年）に発生したコロナ禍によるさまざまな物価高騰や円安は、コロナ禍が収束したにおい
てもいまだ製造業の経営を圧迫しており、それは、「ものづくり白書」や「中小企業白書」等の政府統計によ
って明らかとなっており、中小企業だけで成り立つ補装具事業者も同様、あるいは全く価格転嫁できないこと
からそれ以上に経営を圧迫されている状況です。 
令和７年 7 月に障害保健部自立支援振興室からの依頼を受けて実施した経営状況調査において、 
 義肢装具士の賃金（R7 経験年数3年以上 平均基本給251,600円）は低く、厚労省の統計によれば、
他のリハビリテーション専門職だけでなく、介護職員（R6 平均基本給253,810円）の給与よりも
低い。今般処遇改善される専門職よりも低賃金で公定価格が定められている。 

 義肢装具製作事業者の営業利益率は 4.6％と特定保健医療材料の 6.5％より低いこと 
 電動車椅子においては事業者だけでなくメーカーも赤字となっていること 

が明らかとなり、我々が調査するまでもなく、公的資料においても価格転嫁できていない事業者の経営状
況は悪化しています。 
国が方針を打ち出した最低賃金の引き上げ率は全国平均 6.3％ですが、これら賃上げの政府方針は、補装

具事業者を除外するということでしょうか？事業者数が少なく、中小企業だけの補装具事業者の声は無視
してよいということでしょうか？補装具価格が見直されなければ、補装具事業者の賃上げは不可能です。 

  

令和２年 令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和７年 

原材料価格はコロナ禍によって急激な上昇を示し、補装具の主原材料であるアルミニウム合金は約200%、その他
の原材料で約120％の上昇となっている。（義肢装具の公定価格は約６％の上昇にとどまっている。） 

（図は日本銀行「企業物価指数（国内）」をグラフ化したもの） 
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義肢装具士は、義肢装具を製作するだけでなく、使用者（障害者・患者）の採型、使用者への補装具の
適合といった医療行為の補助業務を行うことから、このような医療行為の補助業務を行わない特定保健
医療材料よりも営業利益が少ないことは、見直されるべきである。 
また、人件費が安いにもかかわらず人件費率が５割に迫る状況は、価格転嫁という手段を選べない事業
者が営業利益を圧縮することによって人件費を捻出していることがうかがえる。 

（図は、自立支援振興室の依頼により調査した「経営状況報告書（補装具研究所）」より抜粋したもの） 

義肢装具士の賃金が理学療法士よりも低いことは、明らかである。 
（図は、自立支援振興室の依頼により調査した「経営状況報告書（補装具研究所）」より抜粋したもの） 
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（「令和６年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要（厚生労働省）」より 

電動車椅子をはじめいくつかの補装具を公定価格の範囲内で供給することは、もはや不可能である。 
来年度以降は、告示価格にかかわらず、それら補装具のパーツ、製品について、一斉の値上げをするこ
とも予想される。告示価格の見直しをしないことで、現場の市町村や更生相談所において、利用者に差
額を自己負担させるなどの不適切な取扱いが公然と行われることのないようにしていただきたい。 

（図は、自立支援振興室の依頼により調査した「経営状況報告書（補装具研究所）」より抜粋したもの） 
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【要望事項２】障害保健福祉部 

どの完成用部品を使用するかについて、専門国家資格である義肢装具士の意

見を無視し、更生相談所が価格のみによって不適切な部品の使用を義肢装具

士に強制することを即刻やめさせていただきたく、同等機能の完成用部品に

ついては同価格とする機能分類を早急に導入してください。 

事業者に所属する義肢装具士の意見を無視し、更生相談所が使用を強制したパ

ーツが破損した場合は、更生相談所の責によりパーツの交換を行う等、更生相

談所等による事業者への無償労務提供の強要が生じないよう、補装具費支給事

務取扱指針の改正を要望します。 
 

 
  

「他社製品との同時使用や、取扱説明書記載の禁忌事項に触れる使用方法」は安全性が担保でき
ず、メーカー保証もできない、と厚労省担当部局や更生相談所にこれまでも説明しているにもかかわ
らず、安価だという理由だけで事業者に強制的に使用させ、事故が生じた場合にはメーカーと事業
者に責任を負わせ、金銭的な面も含めて行政サイドは責任回避している。 
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【要望事項３】保険局 

治療用装具のうち既製品装具について、厚生労働省のリスト化に協力したメ

ーカーだけが価格を据え置かれ損をしています！ 

厚生労働省に協力しないメーカーは物価高騰を反映し、自由に設定した仕入

価格を基にした価格を販売できるのに対し、厚労省に協力したメーカーは販

売価格を安価に抑えられ、利益率が低いことから事業者の購入数も減少する

など、厚労省に協力したメーカーほど価格転嫁できず、経営が圧迫されてい

ます。そのため、厚労省に協力してリスト収載を進めたメーカーの方が利す

る仕組み作りを要望するとともに、診療報酬の改定に合わせ、治療用装具の

リスト価格も適正価格に見直してください。 

加えて治療用装具療養費検討専門委員会には、治療用装具を処方する診療科

を代表して、整形外科医、リハビリテーション医を委員に入れることを要望

します。（現在は装具を処方する診療科の医師が委員に入っていません。） 
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【要望事項４】医政局 

医師のタスクシフト・タスクシェアは、医療機関に所属しない民間事業者の

義肢装具士にはできません！ 

当該医療機関に所属する義肢装具士のみがタスクシェアできることを明記す

るようにし、タスクシフト・タスクシェアの名の下、医療機関に出入りする

民間事業者の義肢装具士が無償での労務提供をさせられ、あるいは民間事業

者が超過勤務にかかる負担を強いられ、医療事故の責任を負わされることの

ないようにしてください。 

 
（現状では、義肢装具士の所属に関する規定がなく、報酬や責任の範囲が判然としない） 
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【要望事項５】医政局 

義肢装具士の成り手が激減しています！ 

医療専門職である義肢装具士をエッセンシャルワーカーに明確に位置付ける

とともに、閉鎖が相次いでいる義肢装具士養成校への支援をお願いします。 

 

 
義肢装具士養成校は、2013 年には全国 10 校（大学 4 校、専門学校 6 校）で、入学定員総数は 313 名で

あったところ、2024 年 4 月には全国 8 校（大学 3 校、専門学校 5 校）となり、入学定員総数は当初の 313 
名から 223 名へと 90 名が減っている状況です。特に北海道地区に 2 校あった養成校はいずれも募集を終了
しましたので、養成校が存在しない北海道・東北地区においては義肢装具士不足が深刻化する懸念が高まっ
ています。全国的にも義肢装具士の求人数は、求人企業数約 160 社、求人数は約 300 名となっており、義
肢装具士不足が進んでいます。 
残る８校の養成校においても、特に地方部で定員割れが続いています。定員割れによる補助金の打ち

切りに加え、近年のカリキュラム改定によるデジタル機器導入費用も負担となっており、閉鎖する養成
校が今後も引き続き生じる恐れもあります。 
そのため、義肢装具士養成校の財政的支援をお願いします。 

 
義肢装具士の成り手不足は、低賃金であることのほかに、医療専門職としての扱いがなされていない

という処遇の低さにあります。義肢装具士は多くが民間事業者に所属しているために、医療機関では
「装具屋」と呼ばれることも多く、厚労省をはじめとする行政機関では「業者」と呼ばれ、医療国家資
格の有資格者としての敬意が払われているとは思えません。義肢装具推進議連設立総会において、医政
局から「義肢装具士はエッセンシャルワーカーである」との発言を得ましたが、発言だけでなく明確に
位置付けていただきたいと思います。 

 

全国の義肢装具士養成校 

 
⑧北海道科学大学（2006～2027） 

定員30名 合計120名（現在は90名） 

 
⑦北海道ハイテクノロジー専門学校（2006～2024） 

定員30名 合計90名（閉鎖） 

３年コース（１９９７～２０２３）定員３０名 合計９０名（閉鎖） 
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